
・小学校 低学年（１～３年） ２７５円 年約 55,000円

・小学校 高学年（４～６年） ２９６円 年約 59,000円

・中学校 ３３８円 年約 67,000円

※「学校給食法」では、給食の施設や運営などに要する経費は市の負担、それ以外の経費は保護者

の負担となっており、食材費を給食費として保護者に負担いただいている。

１ 現状

(2) 給食費（主食代・牛乳代・副食代）の推移

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

給食費 ２８８ ３０３

（１食あたり、円）

（主食代）
ごはん・パンなど

52.25 50.96 51.96 53.20 54.82 56.21 56.66 56.37 56.40 61.53

（牛乳代） 53.45 54.98 53.71 54.45 55.23 56.50 57.59 59.52 61.29 66.87

（副食代）
おかず・汁物など

182.30 182.05 182.32 180.35 177.95 190.29 188.75 187.11 185.31 174.60

※給食費：学校給食センターの小・中学校 平均値

※主食代：(公財)長野県学校給食会が定めた単価 、牛乳代：県教育委員会保健厚生課が定めた単価

※副食代 ＝ 給食費 －（主食代 ＋ 牛乳代）

給
食
費
内
訳

▲ 給食費改定 (＋９円) ▲ 給食費改定 (＋15円) △ 公費負担 ＋12円

(1)１食当たりの給食費

令和５年６月29日(木）
運営審議会 資料
教育委員会保健給食課

令和５年度学校給食費の１食単価について
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R５

食材価格高騰分
（公費負担）

主食56.40円 牛乳61.29円 副食185.31円

主食61.53円 牛乳66.87円 副食174.60円

R４

＋5.13円 ＋5.58円 －10.71円

給食費 303円

12円

(197.31円)

(186.60円)

12円
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■消費者物価指数（長野市・食料）の推移

年平均 R2 R3 R4

指数 100 101.4 105.4

２ 物価上昇による給食費の不足額

年月 R4.9月 10月 11月 12 月 R5.1月 2月 3月 4月 5月

指数 105.5 107.9 109.3 108.9 111.3 111.6 111.3 112.7 113.4
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令和４年９月時点・・・消費者物価指数[105.5]

R３年度副食代187.11円 × 1.040（消費者物価指数上昇率R3=100）＝ 194.59円
R５副食代(見込み）178.62円－194.59円 ＝－15.97円≒－15円

15円×80％＝ 12円 不足額 12円

※調理方法や献立の工夫をして予算を抑える。（１食あたり単価 ２割縮減）

令和５年５月時点 ・・・ 消費者物価指数[113.4]

R３年度副食代187.11円 × 1.118（消費者物価指数上昇率R3=100）＝ 209.18円
R５副食代174.60円－209.18円 ＝－34.58円≒－34円

34円×80％＝ 27円 不足額 27円

※調理方法や献立の工夫をして予算を抑える。（１食あたり単価 ２割縮減）

〇給食費の不足額
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３ 令和５年度の対応

区 分 金額
小学校低学年 275円
小学校高学年 296円

中学校 338円

〇令和４年度

物価高騰に伴う不足額は、保護者負担を求めるのではなく、市が負担

+ 不足額 12円 ＝
（物価高騰分・市負担）

R４ １食単価
287円
308円
350円

〇令和５年度

給食製品（主食・牛乳）の価格上昇や食品値上げの再拡大から、令和４年度を上回る
不足額が見込まれる。

□給食費

区 分 金額
小学校低学年 275円
小学校高学年 296円

中学校 338円

+ 不足額 27円 ＝

R５ １食単価
302円
323円
365円

□給食費
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